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（公社）南あわじ市シルバー人材センター
　〒 656-0122　南あわじ市広田広田 1064 番地（旧緑庁舎 1 階）

  TEL ／ 0799-45-0171    FAX ／ 0799-45-1814

○植木剪定　○農作業　○除草・草刈　○軽作業
○清掃　　　○大工・左官仕事　　　○施設管理
○毛筆筆耕　○生活支援（掃除・洗濯）など

みなさんのお役に立ちます !                             
                        お気軽にお電話下さい

入会説明会のご案内
日時　8 月 16 日（金）午後 1 時 30 分～
場所　南あわじ市シルバー人材センター（旧緑庁舎）２階

出張入会説明会のご案内
日時　8 月 28 日（水）午後 1 時 30 分～
場所　中央公民館 ２階 視聴覚室

60 歳以上のみなさん
シルバー会員になってみませんか ?

生活支援(施設･訪問介護)講習会 受講生募集！ 兵庫労働局委託
高齢者活躍人材
確保育成事業

募集期間：８月１６日(金)～９月６日(金) 　　　講習期間：９月１８日(水)～２７日(金)の内６日間
場　　所：広田地区公民館　　　　　　            定　   員：10人
応募資格：60歳以上で､お住まい地域の新規シルバー会員として希望され､原則として全日程を受講できる方
問合せ先：主催 (公社)兵庫県シルバー人材センター協会　☎０７８－９５４－８８０７
　　　　　共催 (公社)南あわじ市シルバー人材センター　☎０７９９－４５－０１７１

介護の基本や介護食の調理方法を実習を通して学び、ＮＰＯ法人
ハウスキーピング協会認定の整理収納アドバイザー２級の資格が取れます

受講料
無料

今月の納税

市・県民税･・・・・・・・【　２ 　　期 】
国民健康保険税・・・【 　２   　期 】

納期限　９月２日(月)
《納期内に忘れず納付しましょう》
　問税務課☎ 43-5213

個人事業税･・・・・・・【 　１ 　　期 】
納期限　９月２日(月)

《納税は便利で安全、確実な口座振替で》
問洲本県税事務所☎26-2026

臨時職員の募集
1 業務内容 2 勤務時間 3 要件
4 募集人数 5 賃金 6 申込方法
7 申込期間 8 申込先・問合せ
※保険・選考方法等はお問合せください
※任用形態によって併願できない場合があります

事務補助員（障がい者対象）
1エクセル・ワードなどの入力、電話対応、軽作業等2午前
８時 30 分～午後５時 15 分までのうち７時間、週５日を基本
として短時間勤務等についても対応可3障害者手帳・療育手
帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人4若干名
5時給 900 円～6履歴書に障害者手帳等の写しを添えて申
込先へ持参または郵送7８月 20 日（火）まで8総務課☎
43-5001

介護保険認定調査員
1介護保険要介護・要支援認定申請者に対する調査2平日の
午前８時 30 分～午後５時3介護支援専門員・看護師・保健師・
社会福祉士・介護福祉士等の資格および普通自動車運転免許
4若干名5月給 190,500 円 6履歴書に資格証等の写しを
添えて申込先へ持参または郵送7８月 20 日（火）まで8長
寿・保険課☎ 43-5217

市立保育所の保育士
1保育業務2平日３～５日で午前８時～午後６時のうち３～
７時間3保育士資格、普通自動車運転免許4若干名5時給
１,100 円 6 履歴書に資格証等の写しを添えて申込先へ持参
または郵送7８月 16 日（金）まで8子育てゆめるん課☎
43-5219

市立保育所延長保育の保育士
1延長保育2平日 5 日で午前 7 時～ 10 時（市・神代保育
所のみ）、午後４時～ 6時、午後４時～ 7 時（市・神代保育所
のみ）3保育士資格、普通自動車運転免許5時給 1,200 円
4678上記と同じ

市立保育所の調理員
1調理業務2❶平日の午前８時 30 分～午後３時 30 分、土
曜日の午前８時～正午❷平日の午前８時 30 分～午後 4 時 30
分、土曜日の午前９時～正午3調理師資格、普通自動車運転
免許4各１人5時給１,000 円 678上記と同じ
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月
15
日
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追
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萬
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催
し

ま
す
。
約
１
２
０
０
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８
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６
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追
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＝
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６
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荒
天
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無
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だ
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い

問若人の広場公園管理事務所☎ 55-2520
若人の広場公園「萬

ま ん

灯
ど う

会
え

」お知
らせ

問議会事務局☎ 43-5005
第５回子ども議会の開催

　
市
内
の
各
小
学
校
の
代
表
16
人

が
子
ど
も
議
員
と
な
り
、
ま
ち
づ

く
り
に
つ
い
て
ク
ラ
ス
で
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し

合
っ
た
内
容
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市
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会
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質
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し
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す
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ぜ
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催
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８
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２
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夏
場
は
、
草
刈
機
を
使
っ
て
畦

畔
の
草
刈
り
や
庭
木
の
手
入
れ
な

ど
を
行
う
機
会
が
多
く
な
り
ま

す
。

　

毎
年
、
草
刈
機
を
使
用
中
に

指
を
切
断
、
骨
折
す
る
事
故
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
ゆ
と
り
を
も
っ

て
常
に
安
全
な
操
作
を
意
識
し
、

ま
わ
り
の
人
や
物
に
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

注
意
点

❶
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
保
護
メ
ガ
ネ
等

を
装
着
し
、
事
前
に
機
器
の

点
検
を
行
っ
て
か
ら
作
業
し
ま

し
ょ
う
。

　
10
月
か
ら
消
費
税
率
が
引
き
上

げ
と
な
る
中
、
子
ど
も
の
貧
困
に

対
応
す
る
た
め
、
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
の
う
ち
、
未
婚
の
ひ
と
り

親
へ
臨
時
・
特
別
給
付
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
（
申
請
が
必
要
）。

対
象
者　
次
の
す
べ
て
の
要
件
に

該
当
す
る
人
❶
令
和
元
年
11

月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
を
受
け
る
父
ま
た
は
母
❷

令
和
元
年
10
月
31
日
に
お
い

て
、
こ
れ
ま
で
に
法
律
婚
を
し

た
こ
と
が
な
い
人
（
同
日
に
お

い
て
、
事
実
婚
を
し
て
い
な
い

人
ま
た
は
事
実
婚
の
相
手
方

の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
人

農作業中の事故に
ご注意ください

問農林振興課☎ 43-5223

お知
らせ

未婚の児童扶養手当受給者
に対する臨時・特別給付金

問子育てゆめるん課☎ 43-5219

お知
らせ

❷
朝
夕
の
涼
し
い
時
間
帯
に
作
業

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

❸
作
業
前
に
小
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や
硬
い
異
物

を
除
去
し
、
半
径
15
ｍ
以
内
に

人
が
い
な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

❹
障
害
物
や
地
面
に
ぶ
つ
か
っ
て

お
き
る
刈
刃
の
跳
ね
（
キ
ッ
ク

バ
ッ
ク
）
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

❺
刈
刃
に
詰
ま
っ
た
草
や
異
物
を

取
り
除
く
際
は
、
必
ず
機
器
を

止
め
て
か
ら
行
い
ま
し
ょ
う
。

に
限
る
）

支
給
額　
１
万
７
５
０
０
円
（
給

付
額
は
児
童
扶
養
手
当
の
対

象
児
童
数
に
関
係
な
く
一
律
、

一
回
限
り
の
支
給
）

申
請
方
法　
対
象
者
本
人
の
戸
籍

抄
本
等
を
添
え
て
子
育
て
ゆ

め
る
ん
課
に
申
請

申
請
期
間　
８
月
１
日
（
木
）
～

翌
年
２
月
３
日
（
月
）

※
詳
し
く
は
現
況
届
の
お
知
ら
せ

に
同
封
す
る
チ
ラ
シ
に
よ
り
ご

自
身
で
支
給
対
象
か
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
７
月
以
降
に
児
童

扶
養
手
当
の
申
請
を
さ
れ
た
人

に
は
窓
口
で
ご
案
内
し
ま
す

　
「
児
童
扶
養
手
当
」「
特
別
児
童

扶
養
手
当
」「
特
別
障
害
者
手
当
」

「
障
害
児
福
祉
手
当
」「
福
祉
手
当
」

を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
年
１
回

現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
届
に
よ
り
、
手
当
を
引
き

続
き
受
け
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う

か
を
確
認
し
ま
す
。
提
出
が
な
い

場
合
は
、
支
払
い
が
停
止
さ
れ
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間　
❶
児
童
扶
養
手
当
＝

８
月
１
日
（
木
）
～
30
日
（
金
）

❷
特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８

月
９
日
（
金
）
～
23
日
（
金
）

❸
特
別
障
害
者
手
当
等
＝
８

月
９
日
（
金
）
～
９
月
11
日

（
水
）

提
出
先　
❶
❷
子
育
て
ゆ
め
る
ん

課
❸
福
祉
課

児童扶養手当・特別児童扶養手当・
特別障害者手当等の現況届

問子育てゆめるん課☎ 43-5219 問福祉課☎ 43-5216

お知
らせ受賞おめでとう

兵庫県知事表彰
　▽優良いずみ会リーダー
　　楓　るみ子 さん（福良）
　▽優良いずみ会
　　南あわじ市いずみ会西淡支部志知いずみ会
兵庫県社会教育委員協議会表彰
　　西畠　敏子 さん（松帆）


